


01　そのまま一般ユーザーに売却
修繕費や手間を掛けず、買取より高値で売却できる

≪ 空き家 売却の方法 5 選 ≫



不動産屋さんに所有不動産の売却を依頼

広告や不動産流通ネットワークを利用して購入者を探す

不動産屋さんが直接土地建物の買取を行う。購入者を探す

手間が省ける分、早期に売却可能。手数料は発生しません。

≪ 仲介と買取の違い ≫

≪ ご売却の流れ ≫



売ってください。
御社だけに頼みます！

東日本不動産流通機構に登録、
お客様を探します！

売主 不動産会社
（流通機構会員）
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◆不動産会社は媒介契約締結後、
　５日以内に不動産流通機構に登録しなければならない
◆不動産会社は１週間に１回以上、
　文書による業務の処理状況を報告しなければならない

①専属専任媒介契約

売ってください。
御社だけに頼みます！

東日本不動産流通機構に登録、
お客様を探します！

売主
不動産会社

（流通機構会員）

②専任媒介契約

③一般媒介契約

◆不動産会社は媒介契約締結後、
　７日以内に不動産流通機構に登録しなければならない
◆不動産会社は２週間に１回以上、
　文書による業務の処理状況を報告しなければならない

◆お客様の任意により不動産流通機構に登録できます

売ってください。

東日本不動産流通機構に
登録しましょうか？

売主
不動産会社

（流通機構会員）

A社

B社

≪ 媒介契約の種類 ≫



≪ 不動産売却に係る諸費用 ≫

①「仲介」で支払う費用

いわゆる仲介手数料のこと。金額は
「売買価格の３％＋６万円＋消費税」が
上限として決まっている。

支払方法は下記の 2通り。

①買主と売買契約を結んだときに半額、
物件を引き渡した時に残りの半額を支払う。
➁取引完了時に全額を支払う。

➁「契約」時に支払う費用

売買契約書に必要な収入印紙代。

印紙の金額（印紙税額）は、契約書の記載
金額、つまり物件の売買価格によって
「1,000 万円超 5,000 万円以下は 1万円、
5,000 万円超 1億円以下は 3万円」
というように決まっている。

売主・買主いずれかが
支払う方法もあります。

③「抵当権抹消」時に支払う費用

住宅ローンが残っていて、
抵当権が付いている場合、
抵当権を抹消するための「登録免許税」と
「司法書士の書類作成依頼に
対する費用」の
2つが含まれます。

金額は、両方の費用を含めて
2～ 3万円程度が一般的。

➃「測量」の項目で支払う費用

売主の義務として隣人との境界線を明確に
しておかなくてはいけません。

そのための測量にかかる費用のことを指し、
40～ 70 万円程度かかると言われています。

必要となるのは売却したい
不動産に「土地が
含まれている場合」です。

⑤「税金」として支払う費用

不動産売却により、利益が出た場合には
「譲渡税」を支払う必要があります。

この場合、通常の所得（給与所得など）
以外の臨時所得として
税金を納める必要があります。

詳細は税理士さんと
相談してください。

⑥その他の費用

①～⑤以外にも、必要に応じて、

引っ越し費用（10万円程度）、
廃棄物の処分費（50～ 100 万円程度）、
建物の解体費（150 ～ 300 万円程度）、
ハウスクリーニング費用（10～ 15 万円程度）

などの
諸費用がかかります。

不動産売却時には、下記のように様々な費用が発生します。
どんな費用がどのくらい必要か、事前に内訳を確認しておきましょう。



≪ 契約不適合責任について ≫
売主は、売却した土地・建物に買主が注意しても知ることができなかった欠陥や、種類、
品質等に関して契約の内容に適合しないものがあった場合、特約で免責していない限り、
契約不適合（担保）責任を負うことに留意しておきます。

契約不適合の一例『雨漏りする家』

売主 買主

雨漏
り発

生

契約不適合

売買契約

売主 買主

追完請求

はい。

雨漏りを直してください。

※直してもらえなかった場合

代金減額請求 「代金を減額してください」

催告解除請求 「購入をやめます」



契約不適合責任免除特約 免除特約無効

売主 買主
売買契約

契約不適合責任を
負いません。

よろしいですか？
わかりました。

売主 買主
売買契約

契約不適合責任を
負いません。

よろしいですか？
わかりました。

家が
雨漏

りす
ること

を

知っ
てい

る場
合

売主は契約不適合責任を負いません 売主は契約不適合責任を負います

≪ 準備物チェックリスト ≫
マイホーム売却の流れの中で、ポイントとなる契約時と決済時に行うべき内容と
準備するものをチェックしましょう。

契約時に準備するもの

決済時に準備するもの

実印・認印
身分証明書・・・運転免許証などの顔写真付の証明書
収入印紙・・・原本に貼付します
物件周辺状況等報告書・付帯設備表

実印・認印
本人確認書類（原本）
印鑑証明書
住民票
登記済（権利証）・登記識別情報通知（原本）
振込先の通帳と届出印
抵当権抹消不足金・諸費用
鍵一式
設備の取扱説明書・物件資料一式
評価証明書
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